
第７ 外国人住民の投票資格及び請求資格

外国人住民については、「市との関わりにおいて、まちづくりに関係する存在である」ことか

ら、「市との関わりにおいてまちづくりに参加することができる」ものと考えられ、市内に住所

を有する外国人住民については、住民投票の権利の対象者とする考え方がある。

一方、外国人住民に対する住民投票の投票資格及び請求資格については、選挙権との関係等

を含め、別の視点からの検討が必要であるとも考えられる。

この項目では、住民投票を実施するに当たって、外国人住民の投票資格及び請求資格につい

て、検討する。

論点整理

１ 外国人住民についての論点

≪外国人住民を含めて投票資格者及び請求権者とする考え方≫

○ 地方自治法第１０条では、市町村の区域内に住所を有する者を当該市町村の「住民」とし

ている。この「住民」については、外国人が含まれるものとされている。これは、市町村の

区域内に生活の本拠である住所を有する者を「住民」とするという考え方であり、国籍の如

何を問うものではないことによるものである。

○ 自治体が独自の判断により制定する住民投票条例による住民投票の権利は、外国人に対す

る地方参政権とは別のものであり、公職選挙法による選挙権と同一の整理とはならない。

○ 苫小牧市議会においては、「定住外国人の地方参政権付与を求める意見要望書（平成７年１

２月１５日）」が提出されている。

≪日本国民のみを投票資格者及び請求権者とする考え方≫

○ 憲法第９３条第２項にいう「住民」とは、日本国民を意味するものであり、在留外国人に

地方参政権を保障したものではない。そのため、外国人住民の住民投票の権利についても同

様に、慎重に判断する必要がある。

○ 永住外国人に対する地方公共団体の議員及び長の選挙権の付与については、第１４３回国

会において、民主党・公明党が法案を共同提出したのが最初であり、以後、同様の法案が継

続的に国会で審議されているが、賛否が分かれており、いずれも成立には至っていない。

○ 在留外国人に対する地方参政権については、「地方参政権について、法律による付与は憲法

上許容される」とする最高裁判所判決（平成７年２月２８日）に対する評価や見解が一定し

ている状況とはいえない。

検討内容

１ 外国人住民についての論点

２ 外国人住民を住民投票の権利の対象者とした場合における外国人住民の範囲等



２ 外国人住民を住民投票の権利の対象者とした場合における外国人住民の範囲等

外国人住民を含めて投票資格者及び請求権者とする場合であっても、住民投票の権利の対

象者とする外国人住民の範囲等については、検討が必要である。

外国人については新たな在留管理制度が導入され、外国人登録法の廃止、住民基本台帳法

の一部改正等が行われた。これに伴い、外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても、

平成２４年７月９日から住民基本台帳法の適用の対象とされている。

そのため、住民投票の権利の対象者となる外国人住民の資格要件等については、住民基本

台帳に記録されている外国人住民を要件として、以下検討する。

 対象となる外国人住民の範囲

住民基本台帳に記録される外国人の範囲については、住民基本台帳法第３０条の４５に

規定されている。この外国人住民の中には、長期間の在留の意思を有しない者もいる。

「一時庇護許可者又は仮滞在許可者」及び「出生による経過滞在者又は国籍喪失による

経過滞在者」については、住民投票の権利を保障すべき外国人住民であるとまではいえな

いものと考えられる。

そのため、住民投票の権利の対象者となる外国人住民の範囲については、「中長期滞在

者」及び「特別永住者」の中から検討することになる。

ア 中長期在留者のうち以下のものを対象

イ 特別永住者

住民基本台帳に記録される外国人住民の要件（住民基本台帳法第３０条の４５）

（出入国管理及び難民認定法）

・ 中長期在留者

・ 一時庇護許可者又は仮滞在許可者

・ 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

（日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法）

・ 特別永住者

・ 全てのもの

・ 特定の在留資格をもって在留するもの（例 永住者、定住者）

・ 在留期間が一定年数以上のもの（例 ５年、３年、１年）

・ その他



○ 外国人住民を住民投票の権利の対象者としている他市町村では、「永住者」の在留資格を

もって在留する者及び「特別永住者」を対象者としている例が多い。

○ 一部他市町村では、住民票が作成された日から引き続き３年を超えて住民基本台帳に記

録されている者を対象としている。

○ 対象とされる様々な事案について自らの意思を表明するには、一定期間、継続して日本

に居住し、日本社会の仕組み、文化、政治制度等の知識を身につける必要があると考えら

れる。

○ 住民投票の権利の対象者となる外国人住民の範囲については、在留資格、在留期間を要

件とすることの妥当性、住民投票制度の目的や意義等を踏まえ、検討する必要がある。

 外国人住民の年齢要件及び住所要件

外国人住民について住民投票の権利の対象者とした場合、年齢要件及び住所要件につい

ては、日本人の場合と外国人の場合とを別に扱うべき合理的な理由はない。そのため、日

本人の場合と同様の整理とする。

 外国人住民の投票資格者と請求権者

外国人住民について住民投票の権利の対象者とした場合、投票資格と請求資格の対象と

なる者の範囲を外国人住民の場合についてのみ異ならせるべき合理的な理由はない。その

ため、投票資格者と請求権者については、外国人住民の場合についても、その範囲を同一

とする。

 外国人住民の投票資格者名簿への登録方法

外国人住民について住民投票の権利の対象者とした場合、その対象者を把握し、投票資

格者名簿に登録する方法については、地方公共団体の住民に関する事務として住民基本台

帳から対象者を抽出する方法と対象者からの申請により把握する方法との二つが考えら

れる。

対象者からの申請により把握し、投票資格者名簿に登録する方法については、一部、他

市町村の例において見受けられる。これは、外国人登録原票の情報が、住民の居住関係の

公証その他の住民に関する事務の処理のために利用することができる住民基本台帳上の

情報とは異なり、個人情報の保護の観点から利用することが困難であったためと考えられ

る。

しかし、既に外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても住民基本台帳に記録さ

れている。住民基本台帳に記録されている基本事項は、地方公共団体の住民に関する事務

処理の基本として「住民の利便の増進」や「行政の合理化に資する」ため、他の事務への

利用をあらかじめ想定しているものである。そのため、現在、外国人住民の投票資格者名

簿への登録については、住民基本台帳に記録されている外国人住民の個人情報を利用する

ことが可能である。この意味からは、対象者からの申請による制度を採用する意義を見出



すことは難しい。

また、対象者からの申請による登録の制度とした場合、登録の制度を知らないことによ

り投票することができない場合も想定される。対象者を漏れなく抽出するためには、住民

基本台帳に記録されている外国人住民の個人情報を利用することに優位性がある。

地方公共団体の住民に関する事務として住民基本台帳から対象者を抽出し、投票資格者

名簿に登録することは、申請による対象者の登録に比べ、安定的な制度の運用が期待でき

る。

参考資料

○ ７－１ 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求事件（最高裁平成５

年（行ツ）第１６３号）（平成７年２月２８日 第３小法廷判決）

○ ７－２ 定住外国人の地方参政権付与を求める要望意見書

○ ７－３ 住民基本台帳に記録されている外国人住民数（在留資格区分別 平成２４年１０

月３１日現在）

○ ７－４ 外国人住民の投票資格についての他市町村規定例

○ ７－５ 関係法令抜粋



選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求事件

（最高裁平成５年（行ツ）第１６３号）（平成７年２月２８日 第３小法廷判決）

≪判旨≫

「憲法第３章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし

ていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そ

こで、憲法１５条１項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対

しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づ

き、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が

「日本国民」に存するものとする憲法前文及び１条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理

における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。

そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法１５条１項の規定は、権利の性質上

日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ば

ないものと解するのが相当である。」

「地方自治について定める憲法第８章は、９３条２項において、地方公共団体の長、その議会

の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するもの

と規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法１５条１項の規定の

趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ

考えると、憲法９３条２項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国

民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地

方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」

「憲法９３条２項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保

障したものとはいえないが、憲法第８章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地

方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民

の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障

しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等で

あってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの

について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映

させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する

措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしな

がら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ

うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」

「地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地

方自治法１１条、１８条、公職選挙法９条２項の各規定が憲法１５条１項、９３条２項に違反

するものということはでき」ない。
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外国人住民の投票資格についての他市町村規定例

○ 川崎市住民投票条例（平成２０年条例第２６号）（抄）

（投票資格者）

第３条 住民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）は、本市の区域内に住所

を有する年齢満１８年以上の者であり、かつ、本市に住民票が作成された日（他の市町村（特

別区を含む。）から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第２２条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日）から引き続き３

箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。

 日本の国籍を有する者

 日本の国籍を有しない者であって、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した

者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に定める特別永住者又は出入

国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１若しくは別表第２に規定す

る在留資格をもって在留し、かつ、本邦において住民票が作成された日から引き続き３年

を超えて住民基本台帳に記録されているもの（同表の永住者の在留資格をもって在留する

者にあっては、３年を超えて住民基本台帳に記録されていることを要しない。）

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有し

ない。

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１１条第１項若しくは第２５２条、政治資

金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２８条又は地方公共団体の議会の議員及び長の

選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律（平成１３年

法律第１４７号）第１７条第１項から第３項までの規定（以下「選挙法規定」という。）に

より選挙権を有しない者

 前項第１号の規定に該当する年齢満１８年以上２０年未満の者及び同項第２号の規定に

該当する者を公職選挙法第９条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙法規定を適用

した場合に選挙権を有しないこととなる者
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○ 川崎市住民投票条例逐条説明書 第３条関係（抜粋）

【説明】

○自治基本条例第３１条において、住民投票の投票資格者が「住民」とされていることを踏ま

え、本条では、投票資格者となる「住民」の年齢や市内在住の要件、また、外国人について

は日本での在留期間の要件などを定めている。

＊第１項関係

○自治基本条例第３１条では、住民の範囲から未成年者を排除する理由はなく、少なくとも満

１８歳以上の者は、投票資格者たる「住民」に含まれるべきと解釈されている。住民投票は、

住民の福祉に重大な影響を与える可能性のある事案が対象となることから、選挙権の有無に

かかわらず、できる限り幅広い住民が投票に参加できることが望ましいが、未成年者につい

ては、投票資格者になることによって、投票運動などで受ける精神的影響なども考慮する必

要もあり、あまり低い年齢では適切でないので、年齢要件については満１８歳以上としてい

る。

○地方自治法第１８条及び公職選挙法第９条において、選挙権に「３か月以上」の住所要件を

設けたのは、「その団体の住民として選挙に参与するためには、少なくとも一定期間をそこに

住み、地縁的関係も深く、かつ、ある程度団体内の事情にも通じていることが必要である」

ことを理由としているが、本市制度においても、この考えに準じて市内における在住の要件

を「３か月以上」としている。

○投票資格を満たしているかどうかを明確に判定するという趣旨から、他市町村から転入した

場合には、選挙における選挙人名簿の登録要件の場合と同じく、日付の遡り等を行えない転

入の届出を行った日を住所要件の起算日とする旨定めている。

○日本国籍を有しない者の市内における住民基本台帳の記録期間については、外国人登録制度

が廃止されたことに伴う経過措置を設けている。（附則参照）

（第２号関係：日本国籍を有しない者）

○住民投票の投票資格者は、日本に生活基盤を有していることに加え、付議事項の内容等に

ついて十分に理解し、自らの意思で投票を行うためには、日本の社会生活や文化、政治制

度などの知識を身に付けている必要がある。このような点を考慮して、外国人については、

在留資格をもって３年を超える期間、日本に在留していることを要件としている。ただし、

永住者や特別永住者については、相当期間、日本で生活しており、日本の社会生活等を十

分に理解していると推定されることから、この要件は不要としている。

○本邦における住民基本台帳の記録期間については、外国人登録制度が廃止されたことに伴

う経過措置を設けている。（附則参照）



＊第２項関係

○第１項の要件を満たす者であっても、年齢や国籍にかかわらず、選挙権の欠格事由に該当す

る者については、第２項で投票資格者から除くこととしている。

（第１号関係）

○公職選挙法等に規定する選挙権の欠格事由に該当する者については、次の理由により、住

民投票の投票資格者から除外している。

→ 住民投票制度は、間接民主制を補完し、議会と市長に尊重義務を生じさせる重要な参

加の制度であることから、選挙制度との整合を図り、投票資格者から選挙権の欠格事由

に該当する者を除外することは一定の合理性がある。

→ 選挙では、事理を弁識する能力を有しないとの理由から、成年被後見人は選挙権者か

ら除外されており、住民投票制度でも同様に考える。

（第２号関係）

○日本国籍を有する満２０歳以上の者の投票資格判定における公平性を図るために、外国人

と満１８歳及び満１９歳の者についても、第１号に掲げる選挙権の欠格事由に該当する者

は、投票資格者から除くこととしている。

○外国人と満１８歳及び満１９歳の者に関する選挙権の欠格事由の情報を把握するための規

定が存しないため、当該情報をすべて把握することはできないので、本号の規定により投

票資格を有しない者が投票を行ってしまうことの懸念が残るが、本市制度が投票結果に対

する法的拘束力のない諮問型であり、投票結果を踏まえて最終的な意思決定は市長や議会

が行うものであること、また、外国人と満１８歳及び満１９歳の者のうち、選挙権の欠格

事由に該当する者は極めて少数であると見込まれ、その影響は少ないものと考えられる。



○ 岸和田市住民投票条例（平成１７年条例第２６号）（抄）

（住民投票の投票資格者）

第３条 住民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）は、日本国籍を有する者

又は定住外国人であって、かつ、年齢満１８年以上の者のうち、引き続き３月以上岸和田市

に住所を有するもの（その者に係る岸和田市の住民票が作成された日（住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号）第２２条又は第３０条の４６の規定による届出をした者については、

当該届出をした日）から引き続き３月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されている者に限

る。）とする。

２ 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第７１号）に定める特別永住者

 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第２の上欄の永住者の在

留資格をもって在留する者

 出入国管理及び難民認定法別表第１及び別表第２の上欄の在留資格（前号の在留資格を

除く。）をもって在留し、引き続き３年を超えて日本に住所を有する者

○ 岸和田市住民投票条例逐条解説 第３条関係（抜粋）

第２項第３号では、「出入国管理及び難民認定法別表第１に規定する活動や別表第２に規定す

る身分や地位の在留資格をもって在留している者（ただし、第２項第２号に規定する永住者は

除きます。）で、引き続き３年を超えて日本に住所を有しているもの」も「定住外国人」の中に

含めます。

ここに規定する「３年を超えて」というのは、以下の理由によります。

前記の出入国管理及び難民認定法第２条の２第３項では、在留期間が、その活動内容によっ

て３カ月であったり、１年であったり区別されていますが､最高でも３年を超えることはできな

いと定められています。それを超えて日本に在留するには、活動内容によっては何回も更新手

続が必要となってきます。もし、更新しないままですと在留資格を失い､不法滞在となってしま

います。

更新することで、さらに日本に滞在しようという意思を明確にしているこれらの外国人につ

いては、たとえ「永住」の資格を持っていないとしても、３年を超えた滞在中に日本の風土や

文化、慣習に触れることで、日本と密接な関係を持ち、地方の問題について日本人とともに考

えるだけの知識を身に付けるに至っていると考えられます。



○ 大和市住民投票条例（平成１８年条例第１号）（抄）

（請求及び投票の資格）

第３条 自治基本条例第３１条第１項の規定による住民投票の実施の請求（以下「住民請求」

という。）をすることができる本市に住所を有する年齢満１６年以上の者及び同条第５項の規

定により住民投票の投票権を有する本市に住所を有する年齢満１６年以上の者（以下「投票

資格者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する者であって、第７条に規定する投票資

格者名簿に登録されている者とする。

 年齢満１６年以上の日本国籍を有する者で、引き続き３月以上本市に住所を有する者（そ

の者に係る本市の住民票が作成された日（他の市町村から本市に住所を移した者で住民基

本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条の規定により届出をしたものについては、

当該届出をした日）から引き続き３月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限

る。）

 年齢満１６年以上の定住外国人で、引き続き３月以上本市に住所を有する者（その者に

係る本市の住民票が作成された日（他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳

法第２２条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日）から引き続き３

月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。）

２ 前項第２号に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第２の上欄の永住者の在

留資格をもって在留する者

 出入国管理及び難民認定法別表第２の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者（前号

に掲げる者を除く。）であって、引き続き３年を超えて日本に住所を有するもの

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第７１号）に定める特別永住者

○ 大和市住民投票条例逐条解説 第３条関係（抜粋）

≪前半部分 略≫

・第２項について

法律上「定住外国人」という定義はないので、この条例で規定することになります。

・第２項第１号について

「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「永住者」の在留資格をもって在

留する者を定住外国人の範囲に含めます。

・第２項第２号について

本邦での活動に制限のない「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留

資格をもって在留する者のうち、引き続き３年を超えて日本に住所を有する者を定住外国人

の範囲に含めます。「出入国管理及び難民認定法」では、これらの在留資格は最高でも３年を

限度としており、３年を超えて在留するということは、少なくとも１度は更新手続がされて

いることになります。



・第２項第３号について

「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」

に定める特別永住者を定住外国人の範囲に含めます。特別永住者とは、第二次世界大戦前か

ら日本に滞在する朝鮮半島や台湾の出身者で、いわゆるサンフランシスコ講和条約の発効に

より日本国籍を失った人たちやその子孫をいいます。

※ 出入国管理及び難民認定法の改正により、現在は、在留資格は最高で５年とされている。

○ 広島市住民投票条例（平成１５年条例第２号）（抄）

（住民投票の投票権を有する者）

第４条 住民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）は、次の各号のいずれか

に該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されてい

るものとする。

 年齢満１８年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る広島市の住民票が作成された

日（他の市町村から広島市に住所を移した者で住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

第２２条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。次号において同

じ。）から引き続き３か月以上広島市の住民基本台帳に記録されているもの

 年齢満１８年以上の永住外国人で、その者に係る広島市の住民票が作成された日から引

き続き３か月以上広島市の住民基本台帳に記録されているもの

２ 前項第２号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第２の上欄の永住者の在

留資格をもって在留する者

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第７１号）に定める特別永住者

３ 第１項第１号及び第２号の広島市には、その区域の全部又は一部が廃置分合により広島市

の区域の一部となった市町村であって、当該廃置分合により消滅した市町村（その区域の全

部又は一部が廃置分合により当該消滅した市町村の区域の全部又は一部となった市町村であ

って、当該廃置分合により消滅した市町村を含む。）を含むものとする。

４ 第１項第１号及び第２号の住民基本台帳に記録されている期間は、廃置分合又は境界変更

のため中断されることがない。



関 係 法 令 抜 粋

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）（抄）

（外国人住民に係る住民票の記載事項の特例）

第３０条の４５ 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の

区域内に住所を有するもの（以下「外国人住民」という。）に係る住民票には、第７条の規定

にかかわらず、同条各号（第５号、第６号及び第９号を除く。）に掲げる事項、国籍等（国籍

の属する国又は出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以下この章におい

て「入管法」という。）第２条第５号ロに規定する地域をいう。以下同じ。）、外国人住民とな

つた年月日（外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日の

うち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。）及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれ

ぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。

中長期在留者（入管法第１９条の３に規定

する中長期在留者をいう。以下この表にお

いて同じ。）

 中長期在留者である旨

 入管法第１９条の３に規定する在留カード

（総務省令で定める場合にあつては、総務省令

で定める書類）に記載されている在留資格、在

留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カ

ードの番号

特別永住者（日本国との平和条約に基づき

日本の国籍を離脱した者等の出入国管理

に関する特例法（平成３年法律第７１号。

以下この章において「入管特例法」とい

う。）に定める特別永住者をいう。以下こ

の表において同じ。）

 特別永住者である旨

 入管特例法第７条第１項に規定する特別永

住者証明書に記載されている特別永住者証明

書の番号

一時庇ひ護許可者（入管法第１８条の２第

１項の許可を受けた者をいう。以下この表

及び次条において同じ。）又は仮滞在許可

者（入管法第６１条の２の４第１項の許可

を受けた者をいう。以下この表において同

じ。）

 一時庇ひ護許可者又は仮滞在許可者である

旨

 入管法第１８条の２第４項に規定する上陸

期間又は入管法第６１条の２の４第２項に規

定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在

期間

出生による経過滞在者（国内において出生

した日本の国籍を有しない者のうち入管

法第２２条の２第１項の規定により在留

することができるものをいう。以下この表

及び次条において同じ。）又は国籍喪失に

よる経過滞在者（日本の国籍を失つた者の

うち同項の規定により在留することがで

きるものをいう。以下この表及び次条にお

いて同じ。）

出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過

滞在者である旨
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出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）（抄）

（在留資格及び在留期間）

第２条の２ 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定

がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係

る在留資格（技能実習の在留資格にあつては、別表第１の の表の技能実習の項の下欄に掲

げる第１号イ若しくはロ又は第２号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。）又はそれらの変

更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

２ 在留資格は、別表第１の上欄（技能実習の在留資格にあつては、 の表の技能実習の項の

下欄に掲げる第１号イ若しくはロ又は第２号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。）又は別

表第２の上欄に掲げるとおりとし、別表第１の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在

留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第２の

上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄

に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

３ 第１項の外国人が在留することのできる期間（以下「在留期間」という。）は、各在留資格

について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の

在留資格に伴う在留期間は、５年を超えることができない。

（中長期在留者）

第１９条の３ 法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以

外の者（以下「中長期在留者」という。）に対し、在留カードを交付するものとする。

 ３月以下の在留期間が決定された者

 短期滞在の在留資格が決定された者

 外交又は公用の在留資格が決定された者

 前３号に準ずる者として法務省令で定めるもの

別表第１（第２条の２、第５条、第７条、第７条の２、第１９条、第１９条の１６、第１９条

の１７、第２０条の２、第２２条の３、第２２条の４、第２４条、第６１条の２の２、第６１

条の２の８関係）

 

在留資格 本邦において行うことができる活動

外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構

成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を

受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員として

の活動

公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する

者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動（この

表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。）



 

教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研

究、研究の指導又は教育をする活動

芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動（ の表の興行の

項の下欄に掲げる活動を除く。）

宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の

宗教上の活動

報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

在留資格 本邦において行うことができる活動

投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけ

るこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理

に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人（外

国法人を含む。以下この項において同じ。）若しくは本邦におけるこ

れらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しく

は当該事業の管理に従事する活動（この表の法律・会計業務の項の下

欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととさ

れている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。）

法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行

うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている

医療に係る業務に従事する活動

研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活

動（ の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。）

教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専

修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教

育機関において語学教育その他の教育をする活動

技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科

学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動（ の表

の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療

の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる

活動を除く。）

人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学そ

の他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文

化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する

活動（ の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動

並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及

び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。）



 

企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業

所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所に

おいて行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲

げる活動

興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活

動（この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。）

技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属

する熟練した技能を要する業務に従事する活動

技能実習  次のイ又はロのいずれかに該当する活動

イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私

の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機

関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇

用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して

行う技能、技術若しくは知識（以下「技能等」という。）の修得を

する活動（これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にあ

る事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をす

る活動を含む。）

ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体に

より受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画

に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との

雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得

をする活動

 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技

能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との

雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に

従事する活動

ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技

能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との

雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に

従事する活動（法務省令で定める要件に適合する営利を目的とし

ない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。）

在留資格 本邦において行うことができる活動

文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化

若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を

受けてこれを修得する活動（ の表の留学の項から研修の項までの下



 

 

欄に掲げる活動を除く。）

短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、

講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

在留資格 本邦において行うことができる活動

留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校（中等教育学校の後期課程を含

む。）若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又

は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける

活動

研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活

動（ の表の技能実習の項の下欄第１号及びこの表の留学の項の下欄

に掲げる活動を除く。）

家族滞在  の表、 の表又は の表の上欄の在留資格（外交、公用、技能実習

及び短期滞在を除く。）をもつて在留する者又はこの表の留学の在留

資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日

常的な活動

在留資格 本邦において行うことができる活動

特定活動 法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該

当するものとして特に指定する活動

イ 本邦の公私の機関（高度な専門的知識を必要とする特定の分野に

関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するも

のとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であ

つて、法務大臣が指定するものに限る。）との契約に基づいて当該機

関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しく

は教育をする活動（教育については、大学若しくはこれに準ずる機

関又は高等専門学校においてするものに限る。）又は当該活動と併せ

て当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連す

る事業を自ら経営する活動

ロ 本邦の公私の機関（情報処理（情報処理の促進に関する法律（昭

和４５年法律第９０号）第２条第１項に規定する情報処理をいう。

以下同じ。）に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定め

る要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定す

るものに限る。）との契約に基づいて当該機関の事業所（当該機関か

ら労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣



別表第２（第２条の２、第７条、第２２条の３、第２２条の４、第６１条の２の２、第６１条

の２の８関係）

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第７１号）（抄）

（法定特別永住者）

第３条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の

一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができ

る。

 次のいずれかに該当する者

イ 附則第１０条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件

に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律（昭和２７年法律第１２６号）（以下「旧昭

和２７年法律第１２６号」という。）第２条第６項の規定により在留する者

ロ 附則第６条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇

に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法（昭和４０年法

律第１４６号）（以下「旧日韓特別法」という。）に基づく永住の許可を受けている者

ハ 附則第７条の規定による改正前の入管法（以下「旧入管法」という。）別表第２の上欄

の永住者の在留資格をもって在留する者

 旧入管法別表第２の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者

労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関

の事業所）において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は

知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は

子として行う日常的な活動

ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動

在留資格 本邦において有する身分又は地位

永住者 法務大臣が永住を認める者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き

続き本邦に在留している者

定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認

める者


